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恩 納 村 税 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 に つ い て 原 案 可 決1 2 月 1 0 日
議 案

第 ６ ２ 号

議 案 番 号 件 名 議 決 日 議 決 の 結 果

恩 納 村 行 政 手 続 に お け る 特 定 の 個 人 を 識 別 す る た め の 番 号 の 利 用 等 に

関 す る 法 律 に 基 づ く 個 人 番 号 の 利 用 及 び 特 定 個 人 情 報 の 提 供 に 関 す る 条 例

の 一 部 を 改 正 す る 条 例 に つ い て

原 案 可 決1 2 月 1 0 日
議 案

第 ６ ３ 号

恩 納 村 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 に つ い て 原 案 可 決1 2 月 1 0 日
議 案

第 ６ ４ 号

恩 納 村 会 計 年 度 任 用 職 員 の 給 与 及 び 費 用 弁 償 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正

す る 条 例 に つ い て
原 案 可 決1 2 月 1 0 日

議 案

第 ６ ５ 号

恩 納 村 乳 児 等 通 園 支 援 事 業 の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 を 定 め る 条 例 の

制 定 に つ い て
原 案 可 決1 2 月 1 0 日

議 案

第 ６ ６ 号

恩 納 村 立 保 育 所 型 認 定 こ ど も 園 の 設 置 及 び 管 理 に 関 す る 条 例 の 制 定 に

つ い て
原 案 可 決1 2 月 1 0 日

議 案

第 ６ ７ 号

恩 納 村 立 保 育 所 の 設 置 及 び 管 理 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 に

つ い て
原 案 可 決1 2 月 1 0 日

議 案

第 ６ ８ 号

恩 納 村 水 道 事 業 給 水 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 に つ い て 原 案 可 決1 2 月 1 0 日
議 案

第 ６ ９ 号

恩 納 村 自 治 公 民 館 の 設 置 及 び 管 理 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 に

つ い て
原 案 可 決1 2 月 1 2 日

議 案

第 ７ ０ 号

令 和 ７ 年 度 恩 納 村 一 般 会 計 補 正 予 算 （ 第 5 号 ） に つ い て 原 案 可 決1 2 月 1 2 日
議 案

第 ７ １ 号

令 和 ７ 年 度 恩 納 村 国 民 健 康 保 険 特 別 会 計 補 正 予 算 （ 第 3 号 ） に つ い て 原 案 可 決1 2 月 1 2 日
議 案

第 ７ ２ 号

令 和 ７ 年 度 恩 納 村 後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 補 正 予 算 （ 第 2 号 ） に つ い て 原 案 可 決1 2 月 1 2 日
議 案

第 ７ ３ 号

令 和 ７ 年 度 恩 納 村 水 道 事 業 会 計 補 正 予 算 （ 第 1 号 ） に つ い て 原 案 可 決1 2 月 1 2 日
議 案

第 ７ ４ 号

令 和 ７ 年 度 恩 納 村 下 水 道 事 業 会 計 補 正 予 算 （ 第 3 号 ） に つ い て 原 案 可 決1 2 月 1 2 日
議 案

第 ７ ５ 号

恩 納 村 ふ れ あ い 体 験 学 習 セ ン タ ー の 指 定 管 理 者 の 指 定 に つ い て 原 案 可 決1 2 月 1 2 日
議 案

第 ７ ６ 号

令 和 ７ 年 度 恩 納 村 避 難 所 等 物 品 購 入 業 務 契 約 に つ い て 原 案 可 決1 2 月 2 日
議 案

第 ７ ７ 号

前 兼 久 漁 港 用 地 護 岸 整 備 工 事 請 負 契 約 に つ い て 原 案 可 決1 2 月 1 0 日
議 案

第 ７ ８ 号

村 立 小 中 学 校 校 務 系 P C 端 末 購 入 業 務 契 約 に つ い て 原 案 可 決1 2 月 1 0 日
議 案

第 ７ ９ 号

委 員 会 の 閉 会 中 継 続 審 査 申 出 の 件

（ 伊 武 部 希 望 ヶ 丘 自 治 会 の 人 件 費 に 関 す る 陳 情 審 査 特 別 委 員 会 ）
決  定1 2 月 1 2 日

議 員 派 遣 の 件 決  定1 2 月 1 2 日
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恩 納 村 乳 児 等 通 園 支 援 事 業 の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 を 定 め る 条 例 の 制 定 に つ い て

「 こ ど も 誰 で も 通 園 制 度 」
恩 納 村 乳 児 等 通 園 支 援 事 業 の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 を 定 め る 条 例 の 制 定 に つ い て

「 こ ど も 誰 で も 通 園 制 度 」
保 育 園 な ど に 通 っ て い な い 0 歳 6 か 月 ～ 2 歳 （ 満 3 歳 未 満 ） の こ ど も が 、

保 護 者 の 就 労 の 有 無 に 関 わ ら ず 利 用 で き る 制 度 で す 。

● こ ど  も  に と っ て
　 家 庭 以 外 の 経 験 ・ 人 と の 関 わ り

　 同 年 代 の こ ど も と 触 れ 合 い な が ら 成 長

● 保 護 者 に と っ て
　 孤 立 感 ・ 不 安 感 の 軽 減

　 保 育 士 へ 子 育 て 相 談 が で き る

対 象

利 用 時 間

一  時  保 育 と の 違 い

：

：

：

村 内 在 住 の 0 歳 6 か 月 ～ 2 歳 （ 満 3 歳 未 満 ） で 現 在 ど の 園 に も 在 籍 し て い な い こ ど も

こ ど  も 1 人 に つ き 月 1 0  時  間 ま で

理 由 を 問 わ ず 利 用 可 能 。『 す べ て の こ ど も の 育 ち を 応 援 』 す る こ と が 目 的 で す 。

※ 恩 納 村 で は 1 単 位 2 時 間 3 0 分 （ 月 4 単 位 ま で ） 検 討 中

議  案  第 ６ ６ 号

恩 納 村 水 道 事 業 給 水 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 に つ い て

「 水 道 料 金 の 増 額 改 定 に つ い て 」
恩 納 村 水 道 事 業 給 水 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 に つ い て

「 水 道 料 金 の 増 額 改 定 に つ い て 」

県 内 市 町 村 水 道 料 金 比 較 表 ＊ 令 和 ７ 年 １ ２ 月 時 点 （ 円 ）
一 般 家 庭 用 口 径 １ ３ ｍ ｍ の １ ０ ト ン あ た り の 比 較 表 （ 税 込 ）

（ 一 部 市 町 村 が 今 後 改 定 予 定 ）

将 来 に わ た り 「 安 全 で 安 心 な 水 」 を お 届 け す る た め に ・ ・ ・

な ぜ 改 定 が 必 要 な の ？
・ 県 の 受 水 料 金 が 段 階 的 に 値 上 げ

・ 物 価 高 騰 に よ る 維 持 費 の 増 加

・ 施 設 の 老 朽 化 と 改 修 工 事 の 増 加

ど ん な 内 容 な の ？（ 恩 納 村 の 場 合 ）
・ 目 的 ： 今 後 、1 0 年 間 の 安 定 経 営 の 実 現

・ 決 定 ： 水 道 料 金 改 定 審 議 会 で 承 認

・ 議 会 ： 1 2 月 定 例 議 会 で 可 決

・ 改 定 率 ： 2 0 ％ の 増 額

 一 般 家 庭 用 口 径 １ ３ ｍ ｍ の １ ０ ト ン あ た り の 場 合 （ 税 込 ）

記 事 担 当 ： 宮 﨑 匠

￥ 1, 1 9 9 （ 改 定 前 ） → ￥ 1, 4 4 1 （ 改 定 後 ）

議  案  第 ６ ９ 号

村 民 の 皆 様 に は ご 負 担 を お か け し ま す が 、 将 来 に わ た り 安 定 し た
水 道 サ ー ビ ス を 守 る た め 、 ご 理 解 と ご 協 力 を お 願 い い た し ま す 。

金 武 町

嘉 手 納 町

北 谷 町

名 護 市

北 中 城 村

恩 納 村

沖 縄 市

八 重 瀬 町

南 風 原 町

読 谷 村

浦 添 市

西 原 町

本 部 町

う る ま 市

那 覇 市

糸 満 市

宜 野 湾 市

今 帰 仁 村

中 城 村

南 城 市

与 那 原 町

豊 見 城 市 2 2 4 4

2 1 9 6

2 1 0 3

1 8 9 6

1 8 8 3

1 8 0 4

1 7 0 5

1 6 8 1

1 6 4 1

1 6 2 2

1 5 9 1

1 5 8 4

1 5 7 6

1 5 5 9

1 5 5 9

1 4 8 6

1 4 4 1

1 4 4 1

1 3 5 3

1 1 8 3

1 1 1 5

9 9 0

0 5 0 0 1 0 0 0 1 5 0 0 2 0 0 0 2 5 0 0
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